
上京区マスコットキャラクター「かみぎゅうくん」着ぐるみ使用基準 

 

上京区１３０周年記念として作成した上京区のマスコットキャラクター「かみぎゅうく

ん」の着ぐるみ使用基準については次のとおりとする。 

 

１ 区の事業及び区共催事業について使用することとする。 

 

２ その他の事業等に使用する場合は区及び区共催事業に支障のない場合に限り、事前に

使用承認申請書（様式１）を提出し、上京区のまちづくりの推進に寄与すると区長が認

めた場合に限って承認することとし、使用承認通知書（様式２）により通知する。 

ただし、以下の項目に該当する場合は使用を承認しないものとする。 

（１）商業目的で利用しようとする場合 

（２）特定の政治、思想、宗教等の活動の目的に利用しようとする場合 

（３）特定の個人又は団体等の売名に利用しようとする場合 

（４）不当な利益をあげるために利用しようとする場合 

（５）法令または公序良俗に反する、またはその恐れのある場合 

（６）その他、区長が承認すべきでないと判断した場合 

 

３ 使用の際の承認条件は次のとおりとする。 

（１）着ぐるみを第三者に譲渡、転貸しをしないこと。 

（２）申請のあった事業以外に使用しないこと。 

（３）雨天時等には屋外での使用を禁止する。 

（４）別紙の着ぐるみの取扱方法と注意事項を遵守すること。 

（５）汚損、破損等が生じた場合は、使用承認を受けたものが修復にかかる費用を全額

負担すること。 

（６）事業終了後は、返却日までに遅滞なく返却すること。 

（７）着ぐるみ使用承認を受けた者が、着ぐるみに起因することで使用者が損害を被っ

た場合、または第三者に対し損害を与えた場合は、着ぐるみ使用承認を受けた者が、

その損害賠償責任を負うものとする。 

（８）申請者が虚偽の申請若しくは不正な手段により承認を受けたとき、又は承認の条

件に違反したと認められるときは、当該承認の取消しその他必要な措置を採ること

がある。 

（９）その他、特に付した条件に従って使用すること。 

 

４ この使用基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

この使用基準は平成２１年１０月１日から施行する。 

この使用基準は平成２２年１０月１５日から施行する。 

この使用基準は令和３年１０月１日から施行する。 

この使用基準は令和４年７月１日から施行する。 

この使用基準は令和８年４月１日から施行する。 


